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高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
を

開
設
し
て
い
ま
す
！

　

お
お
む
ね
65
歳
以
上

（
60
歳
以

上
で
も
可
）
の
人
を
対
象
に
、
専

門
の
相
談
員
が
就
職
に
関
す
る
相

談
や
、
本
人
の
希
望
と
能
力
に
応

じ
た
仕
事
を
紹
介
す
る
熊
本
県

高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
玉
名

相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
す
。

●
日
時　

毎
週
月
・
水
・
金
曜(

祝
日･

年
末
年
始
を
除
く)　

午

前
10
時
～
午
後
４
時

●
場
所　

玉
名
地
域
振
興
局
福

祉
課
内

[

問]

県
高
齢
者
無
料
職
業
紹

介
所 

玉
名
相
談
所

☎
72
・
３
２
４
０

多
重
債
務
者
相
談
強
化

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
無
料
相
談
会

　

借
金
問
題
で
悩
ん
で
い
る
人
の

無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
員
や
弁
護
士
、
司
法
書
士

が
お
話
を
伺
い
ま
す
。
専
門
家

に
相
談
す
る
こ
と
が
安
心
へ
の
早

道
で
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
た
く
さ
ん

の
人
が
相
談
さ
れ
、
生
活
再
建

に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
で
き
る
だ
け
予
約
を
し

て
お
い
で
く
だ
さ
い
。

●
期
日　

11
月
16
日

（月
）

●
受
付
時
間　

午
後
１
時
～
４
時

●
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
会
議
室

１
～
４

[

申
・
問]

県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
096
・
383
・
０
９
９
９

商
工
観
光
課　

☎
６
３
・１
４
２
１

く
ら
し
の
情
報

『
法
務
局
な
ん
で
も
相
談

所
』
を
開
設
し
ま
す

　

法
務
局
が
取
り
扱
う
業
務
に

つ
い
て
、
広
く
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
土

地
建
物
の
相
続
や
売
買
に
よ
る

登
記
、
会
社
の
役
員
変
更
登
記
、

地
代
や
家
賃
の
供
託
、
戸
籍
・

国
籍
に
関
す
る
も
の
の
ほ
か
、
家

庭
内
の
問
題
や
近
隣
関
係
の
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
に
つ
い
て
の
相
談
を
、

法
務
局
職
員
が
お
受
け
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。

●
日
時　

11
月
7
日(

土)

、
午

前
10
時
～
午
後
3
時

●
場
所　

熊
本
地
方
法
務
局
玉

名
支
局(

玉
名
合
同
庁
舎
３
階)

[

問]

熊
本
地
方
法
務
局
玉
名

支
局　

☎
72
・
２
３
４
７

消
費
生
活
相
談
室
の
専
門
電

話
を
設
置
し
ま
し
た

　

暮
ら
し
に
最
も
身
近
な
商
品
へ

の
疑
問
、
悪
質
な
セ
ー
ル
ス
や
サ

ラ
金
問
題
な
ど
に
つ
い
て
専
門
の

相
談
員
が
お
受
け
し
、
解
決
に

向
け
た
助
言
や
情
報
提
供
を
通

し
て
、
み
な
さ
ん
の
消
費
生
活

を
支
援
し
ま
す
。
あ
き
ら
め
て

し
ま
う
前
に
一
度
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
相
談
室
専
用
電
話
】

☎
63
・
１
１
７
３

●
場
所　

市
役
所
１
階
消
費
生

活
相
談
室

●
受
付
時
間　

毎
週
火
・
水
・

金
曜

（
祝
日
、
年
末
年
始
は
除

く
）、
午
前
10
時
～
午
後
4
時

（正
午
～
午
後
１
時
は
除
く
）

※
相
談
さ
れ
る
時
は
次
の
準
備
を

お
願
い
し
ま
す
。

①
原
則
と
し
て
相
談
は
当
事
者

本
人
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

②
事
前
に
相
談
内
容
を
簡
潔
に

ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

③
契
約
書
・
保
証
書
・
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
な
ど
相
談
に
関
す
る
資
料
の

用
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
商
工
観
光
課
の
電
話

も
引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。

[

問]

商

工

観

光

課

☎
63
・

１
４
２
１
、
消
費
生
活
相
談
室
☎

63
・
１
１
７
３

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
ま
す

　

農
業
委
員
会
で
は
農
地
の
無
断

転
用
の
防
止
と
、
耕
作
放
棄
地

の
実
態
把
握
と
解
消
を
目
的
と

す
る
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

ま
す
。
農
業
人
口
の
減
少
や
農

家
の
高
齢
化
な
ど
に
よ
り
、
当

市
で
も
耕
作
放
棄
地
が
増
加
し

て
お
り
、
荒
れ
た
田
、
畑
が
点

在
し
環
境
悪
化
の
原
因
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
11
月
を

「
農
地
パ
ト
ロ

ー
ル
月
間
」
と
定
め
現
地
調
査

を
行
い
ま
す
が
、
特
に
農
業
委

員
全
員
で
市
内
全
域
を
調
査
す

る
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
次
の
日
程

で
実
施
し
ま
す
。
期
間
中
、
現

地
確
認
の
た
め
農
業
委
員
・
農

業
委
員
会
事
務
局
職
員
が
農
地

に
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
と
ご
理
解
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
調
査
日
時　

11
月
16
日(

月) 

午
前
9
時
～
12
時
を
予
定

●
調
査
場
所　

市
内
一
円

[

問]

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
63
・
１
４
５
９

愛
の
献
血

（
11
月
）

●
20
日
（
金
）

▽
あ
ら
お
シ
テ
ィ
モ
ー
ル

午
前
10
時
～
11
時
30
分
、
午
後
12

時
45
分
～
午
後
4
時

※
た
だ
し
、
400
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
み
、

体
重
50
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
人

［
問
］
保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
63
・

１
１
３
３
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国
民
年
金
保
険
料
収
納
事
業

が
民
間
委
託
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
21
年
10
月
か
ら
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
の
ご
案
内
を

民
間
業
者
に
委
託
し
て
行
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

委
託
業
者
の
行
う
業
務
は
、

電
話
、
文
書
ま
た
は
戸
別
訪
問

に
よ
る
保
険
料
納
付
や
免
除
申

請
手
続
き
の
ご
案
内
で
す
。
（
ご

案
内
は
土
・
日
曜
、
夜
間
も
行
い

ま
す
の
で
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま

す
）

　

委
託
業
者
か
ら
電
話
に
よ
る
納

付
の
ご
案
内
を
行
う
場
合
、
次

の
電
話
番
号
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
ご
案
内
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
に
関
し
て
も
左
の
番
号
で
委

託
業
者
が
お
受
け
し
ま
す
。

【
委
託
業
者
名
】

（
株
）
オ
リ
エ
ン
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

【
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
】

☎
０
１
２
０
・
２
１
７
７
３
６

　

委
託
業
者
が
戸
別
訪
問
で
、

国
民
年
金
保
険
料
納
付
の
ご
案

内
を
す
る
際
に
は

①
社
会
保
険
庁
が
発
行
し
た
顔

写
真
入
り

『
納
付
督
励
員
証
明

書
』
を
提
示
し
ま
す
。

②
保
険
料
を
お
預
か
り
し
て
納
付

す
る
場
合
は
、
お
客
様
が
保
険
料

納
付
書
を
お
持
ち
の
場
合
に
限
ら

れ
ま
す
。
納
付
書
を
お
持
ち
で
な

い
場
合
に
現
金
を
お
預
か
り
し
、

領
収
書
を
発
行
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

[

問]

玉
名
社
会
保
険
事
務
所　

☎
74
・
１
６
３
８

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除

（非
課
税
）

の
対
象
で
す
。
年
末
調
整
や
確

定
申
告
で
国
民
年
金
保
険
料
を

申
告
す
る
場
合
は
、
「
社
会
保

険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
の
添
付
等
が
必
要

で
す
。
「
社
会
保
険
料

（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

は
、
11
月
上
旬
に
社
会
保
険
庁

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
申

告
の
際
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

[

問]

社
会
保
険
庁
控
除
証
明

書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
070
・
117

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
ま

せ
ん
か

　

国
民
年
金
基
金
は
、
公
的
な

年
金
制
度
で
す
。
20
歳
以
上
60

歳
未
満
で
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
て
い
る
人

（
第
１
号
被
保

険
者
）
な
ら
ど
な
た
で
も
加
入

で
き
ま
す
。
（農
業
者
年
金
加
入

者
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
）

　

加
入
は
希
望
す
る
と
き
か
ら
い

つ
で
も
加
入
で
き
、
掛
け
金
は
、

性
別
、
加
入
す
る
時
の
年
齢
、
加

入
す
る
型
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

　

掛
金
の
支
払
い
は
60
歳
ま
で
、

年
金
の
受
け
取
り
は
65
歳
か
ら

（Ⅲ
型
は
60
歳
か
ら
）。

　

掛
金
は
全
額
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

受
け
取
る
年
金
は
、
国
民
年
金

や
厚
生
年
金
な
ど
の
年
金
と
併

せ
て
、
公
的
年
金
等
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

加
入
申
し
込
み
、
資
料
請
求

な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

[

申
・
問]

県
国
民
年
金
基
金

☎
096
・
387
・
２
２
２
０　

ま
た
は

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２
０
・

住
宅
新
築
や
リ
フ
ォ
ー
ム

に
、
県
産
の
木
材
と
畳
表

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
！

　

県
で
は
、
木
造
住
宅
の
新
築
や

住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
を
す
る
人
に

県
産
木
材
と
畳
表
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　

県
民
の
皆
さ
ん
に
県
産
資
材
を

使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
熊
本

の
豊
か
な
森
林
や
水
田
を
維
持
・

保
全
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。

●
募
集
期
日　

（
今
年
度
最
終
募

集
）
11
月
10
日

（
火
）
～
12
月

1
日

（火
）

※
応
募
条
件
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

[

申
・
問]

県
林
業
振
興
課

☎
096
・
333
・
２
４
４
８

65
・
４
１
９
２

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://w
w

w
.

k
u
m

am
otok

ik
in

.or.jp

老
齢
者
の
所
得
税
、
地
方
税

上
の
障
害
者
控
除
に
つ
い
て

　

老
齢
者
に
つ
い
て
は
、
所
得
税

法
施
行
令
、
地
方
税
法
施
行
令

の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

な
ど
の
ほ
か
、
身
体
障
が
い
者
に

準
ず
る
人
と
し
て
福
祉
事
務
所

長
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
が
障

害
者
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
65
歳
以
上
の
介
護

保
険
の
要
介
護
認
定
者
の
う
ち
、

ほ
ぼ
寝
た
き
り
状
態
の
人
で
一

定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
人
に

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
発
行
し
ま
す
。

　

認
定
さ
れ
た
人
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
人
な
ど
と
同
様
に
所
得
税
、

地
方
税
上
の
障
害
者
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
認
定

書
の
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、

税
の
申
告
を
す
る
ご
本
人
の
印

鑑
と
対
象
者
の
人
の
印
鑑
を
持

参
の
う
え
、
福
祉
課
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。

[

問]

福
祉
課　

障
が
い
福
祉
係

☎
63
・
１
４
０
６

くらしの情報


